
 

○滝川市環境基本条例  

 

                制 定 平成 16年９月 17日 条例第 18号  
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 滝川市は、北海道のほぼ中央に位置し、石狩川と空知川によって育まれた肥よくな大

地と四季折々の豊かな自然を背景に、様々な都市機能を有する中空知の中核都市として

発展してきた。  

 しかし、経済的発展や都市化の進展によって私たちの生活が便利になった反面、人々

の営みが身近な環境を汚染すると同時に、広域的な生態系や地球規模の環境にまで影響

を及ぼすようになった。  

 私たちは、健康で文化的な生活を営むために、良好で快適な環境の恵みを受けること

が必要であり、豊かな環境を将来の世代に引き継いでいく責務を負っている。 

 そのためには、私たちのあらゆる行動が環境に影響を与えることを自覚し、それぞれ

の主体が互いに協力し合い、環境への負荷の低減に努めなければならない。  

 このような認識の下、私たちは自らが参加し、地域の特性を生かした環境の保全と創

出に努め、環境と経済が調和する持続可能な社会の実現を目指して、ここに滝川市環境

基本条例を制定する。  

 

   第１章 総則  

 （目的）  

第１条 この条例は、環境の保全及び創出に関する基本理念を定め、並びに市民、市民

団体、事業者及び市のそれぞれの責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創出

に関する施策の基本となる事項を定めることにより、総合的かつ計画的にその施策を

推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目

的とする。  

 （基本理念）  

第２条 環境の保全及び創出は、環境への負荷の少ない循環型社会の構築に向けて、積

極的に推進されなければならない。  

２ 環境の保全及び創出は、河川をはじめとするあらゆる水環境の保全及び人と自然の

共生に向けて、積極的に推進されなければならない。  

３ 環境の保全及び創出は、環境に優しい持続可能な農業の促進に向けて、積極的に推

進されなければならない。  

４ 環境の保全及び創出は、市民の主体的な参加と自主的な取組の下、積極的に推進さ

れなければならない。  

（各主体の連携）  

第３条 市民、市民団体、事業者及び市は、それぞれの役割の中で、環境の保全及び創

出についての責務を果たすとともに、互いに公平かつ対等の立場で連携していかなけ

ればならない。  
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２ 市民、市民団体及び事業者は、市が実施する環境の保全及び創出に関する施策に協

力しなければならない。  

 （市民の責務）  

第４条 市民は、第２条の基本理念（以下単に「基本理念」という。）にのっとり、そ

の日常生活において、環境への負荷の低減に努めなければならない。  

２ 前項に定めるもののほか、市民は、自ら環境の保全及び創出に努めなければならな

い。  

 （市民団体の責務）  

第５条 市民団体は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創出に関する活動が円滑に

進められるように市民が参加できる体制の整備、情報の提供及び活動機会の充実等に

努めなければならない。  

２ 前項に定めるもののほか、市民団体は、環境の保全及び創出に関する活動を積極的

に推進するように努めなければならない。  

 （事業者の責務）  

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、環境への

負荷の低減に努めるとともに、その事業活動に伴って生じる公害を防止し、良好な環

境を保全するために自ら適切な措置を講じなければならない。  

 （市の責務）  

第７条 市は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創出に関する基本的かつ計画的な

施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

 

   第２章 環境の保全及び創出に関する基本的施策  

 （環境への配慮）  

第８条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施に当たっては、環

境への負荷が低減されるように配慮しなければならない。  

 （広域的な環境保全）  

第９条 市は、自らが策定する施策について、市域のみならず、広域的な観点に立って、

環境保全が図られるように努めるとともに、広域的な策定及び実施を必要とする施策

については、国や他の地方公共団体と協力して、その推進に努めなければならない。  

 （環境基本計画及び地域行動計画の策定）  

第 10条 市は、環境の保全及び創出に関する施策を計画的に推進するため、環境基本

計画を策定し、環境の保全及び創出に関する長期的な目標並びに施策の基本的な事項

について定めるものとする。  

２ 市は、環境基本計画と併せて、各主体別の行動内容を示す地域行動計画を策定する

ものとする。  

３ 市は、環境基本計画及び地域行動計画（以下「環境基本計画等」という。）を策定

するに当たっては、あらかじめ、市民、市民団体及び事業者の意見を聴かなければな

らない。  

４ 市は、環境基本計画等を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。  

５ 前２項の規定は、環境基本計画等の変更について準用する。  

 

 （年次報告書の作成及び公表）  

第 11条 市は、毎年、市民に環境の状況、環境への負荷の状況及び環境基本計画等に

基づき実施された施策の状況を明らかにするため、年次報告書を作成し、公表するも

のとする。  
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 （経済的負担）  

第 12条 市は、環境の保全及び創出のため、適正かつ公平な経済的負担を求める措置

を講ずることができるものとする。  

 （施設の整備）  

第 13条 市は、環境の保全及び創出に関する公共的施設の整備を図るため、必要な措

置を講ずるものとする。  

 （施策の推進体制の整備）  

第 14条 市は、環境の保全及び創出に関する施策を推進するため、体制の整備その他

の措置を講じなければならない。  

 （財政上の措置）  

第 15条 市は、環境の保全及び創出に関する施策を推進するため、必要な財政上の措

置を講ずるように努めるものとする。  

 （情報の収集及び提供）  

第 16条 市は、環境の保全及び創出に関する情報を適切に収集し、提供するように努

めるものとする。  

 （市民等の自発的な活動の支援）  

第 17条 市は、市民、市民団体及び事業者による環境の保全及び創出に関する自発的

な活動がより効果的に促進されるように必要な支援の措置を講ずるものとする。  

 （資源の循環的な利用等の促進）  

第 18条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民及び事業者による廃棄物の減量、

資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用が促進されるように必要な措置を講

ずるものとする。  

２ 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業

の実施に当たっては、廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用

に努めるものとする。  

 （良好な水環境の保全等）  

第 19条 市は、河川等の良好な水環境の適正な保全に努めるとともに、健全な水循環

及び安全な水の確保のために必要な措置を講ずるものとする。  

 （森林及び緑地の保全等）  

第 20条 市は、人と自然とが共生できる基盤としての緑豊かな環境を形成するため、

森林及び緑地の保全、緑化の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。  

 （環境の保全と調和した農業の促進）  

第 21条 市は、環境への負荷の低減及び安全な食糧の生産を図るため、肥料及び農薬

の適正な使用その他の措置により、環境の保全と調和した農業が促進されるように必

要な措置を講ずるものとする。  

 （公害の防止）  

第 22条 市は、市民の健康の保護及び生活環境の保全のため、公害の防止に関して必

要な措置を講ずるものとする。  

 （化学物質に関する情報の収集等）  

第 23条 市は、人の健康を損なうおそれがある化学物質について情報の収集及び提供

その他の必要な措置を講ずるものとする。  

 （環境美化の促進等）  

第 24条 市は、環境美化の促進及びその意識の高揚を図るため、ごみの散乱の防止そ

の他の必要な措置を講ずるものとする。  
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 （環境教育等の推進）  

第 25条 市は、市民、市民団体及び事業者が、環境の保全及び創出についての理解を

深め、活動が促進されるように環境の保全及び創出に関する教育及び学習を推進する

ための必要な措置を講ずるものとする。  

 （地球環境保全の推進）  

第 26条 市は、市民、市民団体及び事業者と協力して、地球環境保全に資する施策を

積極的に推進するものとする。  

 

   第３章 市民参加の制度的保証  

 （市民の意見を聴く場の設置）  

第 27条 市長は、良好な環境の保全及び創出に関する基本的な施策の策定及び実施状

況に関し、定期的に市民から環境保全上の意見を聴く場を設けなければならない。  

 （滝川市環境市民委員会の設置）  

第 28条 環境基本計画等の策定及び変更にかかわる調査審議を行い、環境基本計画等

に基づき実施される施策等に関し、その成果及び実施状況について評価検討を行うた

め、滝川市環境市民委員会（以下「委員会」という。）を置く。  

２ 委員会は、委員 10名以内で組織する。  

３ 委員は、学識経験を有する者、市民並びに市民団体及び事業者から選出された者の

うち市長が適当と認める者並びに公募により選出された者により構成し、市長が委嘱

する。  

 （委員会の提言）  

第 29条 委員会は、市長に対し、委員会において調整された意見等を提言するものと

する。  

２ 市長は、前項の規定による提言を受けたときは、その内容を尊重して適切な措置を

講ずるように努めなければならない。  

 （委任）  

第 30条 前２条に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市

長が別に定める。  

 

   附 則  

 

 この条例は、平成 16年 10月１日から施行する。  
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